（R06　夏　府高教　専門部【事務職員部】）　
項目１（１）
○　給料の特例減額については、平成26年度をもって廃止している。

○　今後とも、国や他府県の動向、本府人事委員会の意見、本府の財政状況等を踏まえながら、適切な対応に努めてまいる。
項目１（２）
○　給与制度の総合的見直しについては、平成26年度の本府人事委員会勧告を踏まえ、給与にかかる取扱い全体の中で経過措置なしで実施したところ。給料の特例減額については、平成26年度をもって廃止している。
項目１（３）
○　給与水準については、府民の理解と支持を得るとともに、頑張った職員が報われ、やる気を出すことができるものとなるよう、平成23年度から給与制度改革を実施したところ。
○　事務職員の昇格制度については、毎年度、主査級昇任考査を行うなど、適切に実施しているところ。
項目２
○　教職員の評価・育成システムについては、教職員の意欲・資質能力の一層の向上を図ることにより、教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を図ることを目的として実施しているところ。

〇　今年度８月に実施する「教職員の評価・育成システム」に関する教職員アンケートの結果等も踏まえ、引き続き評価・育成システムがより良い制度となるよう、今後も必要に応じて改善に取り組んでまいりたい。
項目３（１）
○　府立高等学校については、平成２３年度から、授業料無償化による業務軽減に加え、学校事務業務の集約化、受付窓口業務の改善等により、学校事務の運営体制の見直しを行ったもの。

○　また、平成２６年度からの高校授業料無償化制度の見直しに伴う事務処理体制については、事務の性質等を総合的に勘案し、平成２７年度より賃金職員の活用により対応しているところ。

○　令和７年度以降の事務処理体制については、校長ヒアリング等を通じ、事務室の状況把握に努めており、学校運営に支障をきたさないよう、適切に対応してまいる。
項目３（２）
○　就学支援金に係る事務については、平成28年度から各年度において、以下のように改善を行ってきたところである。
・生徒異動・保護者等異動に伴い、学校が作成し当課に提出いただく「一覧」の廃止と併せ、当課が作成し学校を通じて配付する資格認定通知と支給決定通知書との統合を実施。（H28）

・奨学のための給付金の申請書の様式を変更し、申請者欄を自署とし、署名欄を削減。（H29）

・学校において聞き取りがしやすくなるよう、非課税第２子の申請時に必要な生徒の兄弟姉妹の状況について、申請書の様式別紙の見直しを実施。（R1）

・保護者等の生徒との続柄の選択肢の見直し、本制度の対象となるかどうかの事前判断が容易になるよう、課税証明書等を提出する保護者等の記載を明確にするなど、問い合わせが多い項目について、申請書の様式を見直し。（R2）

・保護者等の記載漏れを防止するとともに学校での受付書類の確認を行いやすくするため、振込口座に関する事項及び生徒の健康保険証の写しの貼付欄の配置の変更、非課税世帯における第１子と第２子の区分を明確にするためのチェック欄の設定など、申請書の様式を見直し。（R3）

・奨学のための給付金の学校徴収金の未納・未収額への充当について、三井住友銀行の協力を得て教育庁での一括処理に変更し、学校事務職員の負担を軽減。（R4）

○　また、平成28年７月の文部科学省担当者との意見交換の場において、就学支援金の所得制限の撤廃のほか、奨学給付金の給付格差の解消など、学校現場の事務負担の軽減につながる見直しについても、しっかりと要望したところ。
○　今後とも、学校現場など各方面からの要望、他府県の状況なども注視しながら、可能な範囲で事務改善に努めてまいる。また、機会あるごとに国への要望など制度改善にも引き続き努めてまいる。

項目４（１）（３）
○　府立高等学校については、平成２３年度から、授業料無償化による業務軽減に加え、学校事務業務の集約化、受付窓口業務の改善等により、学校事務の運営体制の見直しを行ったもの。
○　総務サービス整備運営事業については、システム全体としては安定化している。今後とも、業務に支障が出ないよう出来る限りの措置を講じるとともに、各学校の実情を踏まえ、現場の理解を得ながら対応してまいる。
項目４（１）
○ 旅費のシステム改修については、府庁全体のシステムの中で、予算を勘案しながら、順次改修を行っている。

〇 今後とも事務負担の軽減になるよう、予算を勘案しながら、システム改修・改善に努めてまいる。
項目４（２）
○　府立学校安全衛生協議会健康対策部会における協議を踏まえ、令和４年４月１日に改定した、「大阪府立学校情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」により、情報機器作業従事者に対する適正な労働衛生管理に努めるよう指導するとともに、特別健康診断については常勤職員を対象に情報機器作業調査及び特別健康診断のための問診を一括で行い、医師の指示に基づき、必要な職員に対し検査を実施している。

○　今後とも、情報機器作業に関する健康保持のため適切な健康管理に努めてまいる。
項目４（３）
※下線部のみ回答

〇　給与制度の周知については、通勤認定事務の簡素化を目的として令和６年度から実施している通勤認定基準の緩和にあたって、学校内での周知用としてチラシを作成するとともに、学校事務職員向けに新制度周知のための説明動画を配信したところ。

○　給料・諸手当等の支払いに際しては、引き続き関係課とも連携して支給漏れ等が起こらないよう取り組んでまいりたい。
〇　扶養・住居・通勤手当の認定・支給については、教職員のSSC入力（届出）によりその日をもって受理日として取扱い、添付書類の到達の遅れによる手当支給の不利益とならないように運用しているところ。

〇　支給要件に該当又は変動がある場合には、速やかに入力（届出）をしていただくよう、SSCインフォメーションなどでお知らせを行っているところ。
項目４（４）
〇　マイナンバーを登録するには、通知カード等との照合が必要となる。そのため、本庁に教職員本人が出向くなどの負担とならないよう当該所属での登録作業を基本としている。

〇　また、本庁での登録作業になると、通知カード等の写しの紛失や番号の漏えいといったリスクが高くなることから、当該所属での登録が望ましいと考えている。

〇　こうしたことから、知事部局の職員、警察官を含め、所属での登録作業を基本としているので、ご理解をお願いする。
項目５
○　年度途中の異動や病気等による欠員に対する代替措置は、業務に支障が出ないよう、また、各学校の状況等をお聞きしながら適切に対応してまいりたい。

○　平成２６年度からの高校授業料無償化制度の見直しに伴う事務処理体制については、事務の性質等を総合的に勘案し、平成２７年度より賃金職員の活用により対応したところ。
○　今後とも、事務処理体制については、校長ヒアリング等を通じ、事務室の状況把握に努め適切に対応してまいる。
項目６（１）（２）（３）
○　特別休暇については、より府民の理解を得られる制度にする観点から、民間状況も一定反映されている国制度を基本に見直しを行い、平成22年度から実施しているところ。なお、ワークライフバランス推進の観点から、職員がより夏期休暇を取得しやすい環境を整備するため、令和６年度より夏期休暇を取得できる期間を６/１～10/31までに拡大している。夏期休暇の日数については、拡充は困難である。

○　8/12～15を条例に規定する休日とし勤務することを要しない日とすることは、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例、及び大阪府の休日に関する条例の規定から困難である。なお、夏期休暇を付与するとともに、ワークライフバランスの実現に向け、ゆとり週間や子育て推進月間の啓発を行い、教職員の連続した休暇取得推進に努めているところ。
項目７（１）
○　学校における休憩時間については、条例等に基づき付与しているところであり、学校職場の実態も踏まえ、適切に運用されていると認識している。

○　なお、休憩時間の適切な運用については、「校長は休憩時間を明示し当該時間に取得できない場合には、他の時間帯に与えるなど、適切な対応を取ること。また、取得しやすい環境づくりに努めること」として各学校に指示しているところ。
項目７（２）
○　教職員の勤務時間管理等については、府立学校に対する指示事項において、関係法令及び規則に基づき、適切に行うよう指導しているところ。

○　勤務時間の割振り変更については、平成26年２月に時間外勤務の縮減を進め、教職員の業務負担軽減を図ることを趣旨として、適切且つ柔軟に運用できるよう、教育長通達の改正を行っている。
項目７（３）
○　教育職員に休日及び週休日に勤務を命じた場合には、休日の場合は、代休日の指定により、週休日の場合は、週休日の振替えにより、また、教育職員以外の職員については、「時間外勤務・休日勤務の手続き等に関する要綱」に基づき、適切に対処するよう指導してまいる。
項目８（１）
○　障がいのある教職員が勤務する学校においては、本人の状況やニーズを把握し、必要に応じて施設設備の改修・整備を図るとともに、人的な面では、本人に対する校内の協力体制を確保することなどにより、対処していただいているところ。

○　障がいのある職員が、障がいの特性に応じて安定的に勤務することができるよう、国の制度を踏まえ、令和元年10月より、早出遅出勤務の対象を拡大し令和２年４月より、休憩時間を柔軟に設定できるようにした。引き続き、適切な対応に努めてまいる。
※下線部のみ回答

○　昇給については、勤務していない日数の算出にあたり、病気休暇のうち人工透析の通院に要した日数について３分の２換算した日数としているところ。
項目８（１）（２）
○　職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する規則に基づき、人事委員会が適当と認める場合に承認されるが、この判断基準として、①本来の職務と関連があること②本来の職務に支障のないこと③府の行政に有益であること等がある。

障がいのある職員の通院に対する職免をこれに照らしてみた場合、職免を認めることは困難である。

○　障がいのある教職員が勤務する学校においては、本人の状況やニーズを把握し、必要に応じて施設設備の改修・整備を図るとともに、人的な面では、本人に対する校内の協力体制を確保することなどにより、対処していただいているところ。
項目９（１）（２）
○　人事異動については、事務職員構成の適正化を進めるとともに、その経験を豊かにし、資質の向上を図るため、主事級の場合、現任校に４年以上勤務する者を対象として、校長の具申を基に、学校の実情等も考慮しながら実施しているところである。

また、人事異動を進めるにあたっては、本人の身体状況等の要件について、できるだけ配慮しながら適切に行ってまいる。
項目１０（１）（２）
○　再任用制度の運用の見直しについては、平成２６年度から、雇用と年金の接続を図る観点を踏まえ、定年退職後、年金支給開始年齢に達するまでの間、これまでの短時間勤務の職に加えて、フルタイム勤務の職を導入したところ。

○　再任用制度の運用については、再任用者は、定数内として取り扱っており、再任用希望者の任用及び配置等については、従来どおり適正に行ってまいる。

項目１０（３）
○　再任用職員の時間外勤務手当の支給基準については、国の基準等を踏まえ、決定したものである。
項目１１（１）
〇　本制度は、適正な受益者負担を求める観点に加え、全国的にはほとんどの都道府県（平成22年度調べで４０都道府県、令和５年度調べで４４都道府県）で実施されている実情も踏まえ、平成２２年６月から各校で徴収いただいているところ。ご理解を賜りたい。
項目１１（２）
○　各学校で共通する委託業務などの集約化は、学校の事務負担軽減を図るために行っているところ。

○　なお、従来の事務の集約化については、各学校のご意見も伺いながら、実施しているものである。
項目１１（３）
〇　校長マネジメント経費の負担金は、本来、加入を必要とする研究団体に対し各学校にて負担金の支払いを行っていただくところ、事務室の作業負担の軽減という観点から、一部の研究団体については、府が必要額を当該団体の幹事校に一括配当することを可能としてまいった。

〇　令和５年度より、負担金の一括配当を可能とする研究団体を従来の２団体から７団体に拡充している。追加した５団体は、「学校教育法施行規則」において設置が定められている教務主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事により構成される研究団体であり、府立学校全校で会費の支払いが生じると考えられることから、これらの研究団体に対して一括配当を可能とした。
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